
令和７年第７回教育委員会定例会 会議録 

 

日    時  令和７年７月２４日（木曜日）午後 1時 30分～午後２時４０分 

場    所  北栄町農村環境改善センター ２階 大会議室 

出 席 者   笠見隆志教育長、徳岡幸裕委員、岡﨑しづみ委員、津島望委員、西川健治委員 

説明等の出席者  松本教育総務課長、渡辺生涯学習課長兼図書館長、松尾公民館長 眞山参事、奥田室長 
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午後 1時 30分 

第 7回教育委員会定例会を始めます。 

２ 会議録署名委員の指名をお願いします。 

徳岡代理と津島委員お願いします。 

３ 行政報告に移ります。 

(資料にて説明) 

行政報告は以上です。質疑応答に移りたいと思います。 

まず教育長報告について質問等はありませんか。 

３貢の夏休み短縮の件は、先日の総合教育会議であった話のことですね。 

そうですね。あれを受けて校長先生方にちょっと検討してみましょうという打診したところで

す。 

小中学校に打診してその後はどのようなスケジュールになりそうなんでしょうか。これから各学

校で検討されるっていうことでしょうか。 

大体次の年度の行事を１２月ぐらいまでに考えて教頭先生あたり中心に持ち寄って内部調整し

たりするのが１２月ぐらいと把握してますので、その時点では夏休みを含めて長期休暇こうしま

しょうとっていうか、多分授業日数をこれくらいにしましょうとかいう風になってくるかもしれ

ませんけど。 

どんなスケジュールかなと思って聞いてみました。年内にはある程度方向性を作るということで

すね。 

一応検討して、結果はまた元通りということもまだあり得るっていうニュアンスです。その他あ

りませんか。教育総務課で質問はありませんでしょうか。 

ここには書いてないんですけども、実は７月１６日に青少年育成町民会議があって、各学校の生

徒指導の先生が来られてる会があっったんですけども、そこの中で放課後児童クラブの中でいじ

めがあったっていうことをその会で聞いたんですけども、基本的に児童クラブ内でトラブルがあ

った場合は、どういう形に対応することになっているのかなと思いまして。この前の件は、児童

クラブの方が対応されて、学校には報告したっていうようなことは聞いたんですけど、教育委員

会にはどういうルートでそういう情報が流れてくるんですかね。 

放課後児童クラブは教育委員会管轄、教育総務課管轄ですので事故等を含めて教育総務課子育て

支援室が委託している事業になりますので、委託事業者から子育て支援室の方に上がってきま

す。 

情報的なことはもう分かっているという事ですね。トラブルのこと。 

トラブルが起きた事は把握しています。 

そこでトラブルがあったことの対応・解決はそこでやってもらう。児童クラブの中で対応してる

んでしょうかね。 

基本的に対応は児童クラブで対応していただく形です。もちろん教育総務課の方が対応すべきこ

とはさせて頂きますけど、流れとしては児童クラブの方で対応して頂きますが、その児童にとっ
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て、児童クラブだけが生活範囲ではなくて学校もあるので、もちろん対応するなら学校も協力し

てもらいます。 

情報共有しているということですよね。児童クラブでトラブルがあったことは小学校にも連絡が

いくし。 

必要な情報についてはいっていますし、相互で情報交換はされています。 

小学校の中でもあんまりトラブルがあるようなお子さんがそこに来ている時には学校側の方か

らもそちらの方に情報提供的なものがある。 

学童保育にあたって必要な情報は提供したり、されたりという事ももちろんあります。  

ちゃんと連携がとれているということですね。 

連携しながらやっているということです。 

わかりました。ここの中ではそういう児童クラブの事の情報が書いてないものですから、ちょっ

と小耳にはさんだもので、夏休みになると学校は関係なくなって、児童クラブに全部の児童が行

っているわけじゃないんだけど、そういうところのトラブルっていうのはちゃんと各学校にもい

っているし教育委員会にも共有されているという風に理解してよいですね。 

子ども達、保護者も含めて、関係性も含めて、北栄町の場合は放課後児童クラブだろうが学校で

あろうが何ら変わりはないので、結局児童クラブでっていう児童はそのままその校区内の小学校

に通ってますので関係性が変わることはないので、やっぱりそこは連携をとっておかないと片方

だけの話では終わらないので人間関係がっていう事がありますのでその辺も連携してもらって

います。 

今まで児童クラブでのトラブルで仲いいからあるんだろうけどそんなに深刻な事がないんかも

しれないけどとは思ってたんですけど、そういう風なことを聞いた関係で聞いてみました。 

その他教育総務課関係いかがですか。 

生涯学習課関係いかがですか。 

１の分かりやすい人権の話で、さっき両方で６９人だったっておっしゃったんですけど、オンラ

インの参加は何人ぐらいだったかわかりますか。 

９人です。 

わかりました。ありがとうございます。 

その他よろしいですか。図書館いかがですか。なければ中央公民館いかがでしょうか。 

１の北栄文芸なんですけども最新号を見させてもらいました。高校生の参加がとても多くって、

６年ぐらい前はほとんどなかったと思うんです。年に４回ぐらいでしたっけ。年間に１人あるか

どうかだったと思うんですけど、今回見させてもらったら凄い高校生がたくさん、鳥取中央育英

高校がたくさん出しておられて凄いなと思いました。声掛けをだいぶんされたのかなって、学校

との連携って言いますかね。素晴らしいって思って見ました。 

去年の北栄町美術展の時にも中央育英の方に生徒さんから作品を出してもらうようお願いさせ

てもらったということもありますが、引き続きに連携をさせてもらいながら投稿数が増えたらい

いなという風に思います。ありがとうございます。 

授業で扱ってもらっているっていう事ですよね。希望者だけだったらそんなにが増えないけど、

今日は出す短歌作るぞ、こんなん出すけなっていう授業があれば。先生方が協力して下さっとる

感じがします。はい、それでは行政報告は以上で終了させて頂きます。 

４ 議案に移ります。 

議案第４５号 北栄町竹歳敏夫奨学育英基金条例の議会提案に係る意見を求めることについて

(資料にて説明) 
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ご意見を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

何処に進学するとかそういう指定がありましたっけ。どのタイミングで募集されるとかそういう

のはどうなってましたっけ。 

今後、要綱を定めるんですけども、大学入学に係る費用の入学金という事で、１月頃から募集を

始めて、２月、３月に審査決定していくという内容になります。大学、短大等が対象です。 

その辺は内規があるんですか。 

今後要綱を定めるます。 

これとは別で定めるということですね。わかりました。 

あくまでも基金条例の元になるものなんで、運用要綱なんかもまた再度協議させて頂くような形

になるかと思います。 

この目的の文言は竹歳奨学金の時の文言を引用しているということだったでしょうかと。 

定款の記載や既存の基金条例もありまして、そういったものを参考にしています。 

竹歳敏夫奨学育英基金って名前はずっと続くわけですね。ちょっとシステムは変わったんですが

名前としては続くわけですね。 

はい。 

ありがとうございました。以上意見を伺ったということでその他については参考として伺わせて

頂きました。では議案４５号については以上にしたいと思います。 

議案第４６号 北栄町立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

(資料にて説明) 

以上ですがご質問を受けたいと思います。よろしくお願いします。 

この小中学校管理規則の一部改正っていうのは県の管理規則の改定に伴って町の方も同じよう

に一部改正っていうかたちになったということで理解してよろしいでしょうか。それとも町単独

ってわけじゃないですよね。この改正は。 

県の管理規則というよりは県の方針ですね。学校教育法の施行規則等にはこういった部分も書か

れていたりはするんですけども、これまで北栄町としては載せていなかった。それは詳しい理由

はあれかもしれませんが手当が付く付かないみたいなことがどうしてもあって、今回県が相違動

きをしてきたことに伴いこちらを記載する、町によってはもうすでに記載されているところもあ

ります。 

わかりました。夏季休業日についての１８日にはたぶん湯梨浜が確か早く入ったのかなと。えら

い早く入ったのかなと。確かに管理規則で言えば直していかないと教育委員会の方も許可できな

いというかたちですね。２６条の研修主事っていうのは現行の研究主任的な働きをするっていう

ことの理解でよろしいですか。 

はい。 

はい。手当の関係っていうことですね。わかりました。 

他いかがでしょうか。 

よくわからないんですけど、今まで生徒指導主事というのは中学校にしかなかったんだけど小学

校にもおかれるということですか。 

小学校は生徒指導主任という形で配置をされているんですが、主任だと手当の対象にならないと

いうようなところです。小学校のことはここには書いてないんですけど、生徒指導の児童の指導

が複雑になってきて、そういった立場の方を置かれるにあたって生徒指導主任っていう形を置か

れている。でも中学校だけが複雑になってきているわけではない訳だから小学校にも生徒指導主

事っていう形で動いてもらうようにして、役職の手当を出していこうって動きに検討してはいき
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たいって考えがあるので、小学校にも明記しておこうというような意味合いがあります。 

その主事になった先生は担任とか持たれるんですねか。 

場合によっては持たれることがあります。 

はい、わかりました。 

仕事内容としてはこれまでも同じような事をされてきてはいるので手当てがもしつくようにな

れば報酬というかたちでその仕事をしてもらうようになれば少しでも気持ちのうえで軽減にな

ればいいと思います。 

ありがとうございます。 

皆様の承認を求めたいと思いますが、議案第４６号ご承認頂けますでしょうか。承認頂いたもの

とします。ありがとうございました。 

議案第４７号 北栄町教育行政評価委員会設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

(資料にて説明) 

ご質問を受けたいと思いますが。議案第４７号承認頂けますでしょうか。ありがとうございます。

承認されました。 

５ 協議事項に移ります。 

令和７年度全国学力・学習状況の結果公表等について 

(資料にて説明) 

質問ご意見ございますでしょうか。 

従来通りって話ですよね。 

いかがでしょう。よろしいでしょうか。では、例年通りという事で進めさせて頂きたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

協議事項２番目北栄町民生委員推薦会の推薦について 

(資料にて説明) 

はい、では協議でという事になります。いかがでしょう。どなたを教育委員から推薦するがいい

か、ご意見がございますでしょうか。 

やりたいなという方おられたら変わりま。 

1回ですか。 

まず１回開催されて、あとは交代等があればその都度開催されるのかと思います。 

私がやります。 

もしそういうやってもいいなっていう方がおられたら変わってもいいかなって。今僕がなってい

るので、誰もおられなかったら続けるしかないかなって思っていました。 

ありがとうございます。積極的な姿勢が嬉しいので岡﨑委員にお願いしたい。 

はい。 

では、委員会としては岡﨑委員を推薦するということでよろしいでしょうか。 

－全員承諾－ 

では、岡﨑委員よろしくお願いします。ありがとうございます。 

６ 報告 

熱中症リスク管理に伴うプール活動の実施基準について(こども園) 

(資料にて説明) 

聞いてみたいことがありましたらお願いします。 

実際に気温が高すぎて水遊びができなかったっていうのはよくあるんですかね 

でてきています。結局プールですと直射日光が当たってますので、水温自体がっていう事が出て
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きてますし、WBGT の場合だと単純に気温だけじゃなくて湿度なんかも関係はしてくるんですけ

ども、気温と水温の合計がどれくらいになるかとかそういった事も含めて判断している。水温を

下げる為に水をずっと出しっぱなしにするとかもするんですけど、差が大きすぎるのがよくない

ということもあったりで、そういった事も含めて判断させて頂いています。凄く活動がしにくく

なっています。補正予算で屋根設置とか検討してみたんですけど、今自前で寒冷紗とか現場では

苦労してるんですが、屋根を業者に相談したら設計がいるような感じになったり、そうすると１

箇所概算で一千万円を超えてしまう、となると提案しにくくて財源もなくてという状況です。園

長とはプールの実施時期、これについては年間のいろんな活動の実施時期の見直しを含めてやっ

た上でどうしてもそういったものもないと園の活動子供達の活動に支障があるってことだった

ら含めて提案していかないといけないんじゃないのっていう話はさせてもらっているところで

す。 

今の課長の説明で凄くよくわかりました。この間たまたまテレビを見ていたら県外だったと思う

んですけど、プールに日よけをしてますって言っておられて、そういうのしてるんだって思って。

当然考えておられたんだけど一千万円とかかかってしまうような大掛かりな事になるのですね。 

今ホームセンターで寒冷紗を買ってきたりもするんですけどやっぱり限界がありますし、その辺

も含めてかなって思っています。あと子ども達もなんですけど、職員の方もこども園の場合いく

と一緒に先生も入るじゃないですか、プラス監視の職員もいます。そうすると監視の職員例えば

３０分、１時間この炎天下の中外で日傘をするにしてもというようなところがあってちょっと体

調管理に職員苦労しているような状況があってというところが現状かなと思います。 

わかりました。ありがとうございます。 

気温が３１℃以上っていうのが中止ということでね。最近８時、９時から３２℃上がっとるよう

な状況でという事はほとんど毎日水遊びというかプールはできないということになる。 

気温ではなくて WBGT 値と書いてあるですけど、２１頁表の下に気温・湿度・日射の影響総合し

た指標を出す機械があるです。それを場所に持って行ってこの部屋だったらなんぼ、外だったら

なんぼ、体育館だったらいくらという風に測れるんですね。後ろの２２頁めくって頂いて表１番

左側が WBGT でその右側が例えば温度ですね。色がついているところが普通の気温だと思って下

さったらいいと思うんですけど、WBGT が３１℃の時が大体気温が３０℃ぐらいみたいなそんな

イメージでみてもらったらと思います。 

わかりました。 

単位が同じ℃なのがややこしい。WBGTの方が３１ポイントとかにしてくれたらいいんですけど。

３５℃でも風が出てたりとかいう状況だと WBGT は低くなったりするっていう傾向があるので非

常にややこしい基準値です。例えば風通しのいい日陰だったらいいのかもしれないし、中学校の

部活動なんかもこの指標を参考にしながら今日は部活中止、運動部中止みたいなことは実際判断

されています。 

それと管理指導で工夫されていることがあるってことですが、現状として小学校中学校のプール

に以前テントみたいな屋根付きのがある学校もあったんですが、本町の現状はどういう感じなの

でしょうか。ありますか。 

テントというのはどのようなイメージでしょうか。 

日陰を作る場所。 

プールサイドということですか。 

そう、プールサイドです。 

それはどこの学校にも用意はしてあるので管理者はそこに待機は出来るんですが、でも見て回る
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のが管理で常にそこにずっといるわけにはいかない。 

もう小中学校はプールサイドの日陰というかテントというのは設置してあるんですね。 

あります。この間大栄小学校に関しては 1箇所増やしました。小プールがある方側に 1箇所しか

なかったんですけど、あそこだと例えば今でいう日中の時間帯だとほぼ日陰にならないので南側

の道路側の方に１個作りました。 

良かったです。無い所があるのかなと思ったりして。４５分あるいは５０分の授業の中でやっぱ

りちょっと体調という事が子どもさんがでてきますからそういう事で休憩できる場所必ず必要

だろうし、そういう具合に改善して頂いているっていうのはいいのかなと思いました。ありがと

うございました。 

こども園のプール参観日やめたのかな。 

やめるって言ってました。今年度。多分３園とも揃えるような話でした。出来る出来ないがある

のですけど、無理して保護者休みとって来て頂くんで無理してやるというのもよくないし、そも

そも保護者さん自体が外で見てもらうのも辛いだろうなっていうところでプール参観日をしな

い代わりにプールの様子を動画でとっておいて参観日等で来られた時に今年モニター買いまし

たので各園に１台、そこのモニターで流す、みたいなかたちで見てもらうような事もしようかな

っていうような検討されています。 

混みあわないようにしながら流してもらえたらと思います。一応今の時点ではプール参観が中止

になるって連絡もきてなくて、８月６日なので早めに連絡欲しいなと思います。 

園にまた言っておきます。 

校区外・区域外就学決定の状況について 

(資料にて説明) 

これは報告とさせて頂きたいと思います。 

北栄町人権教育推進協力委員の委嘱について 

(資料にて説明) 

よろしいですかね。これも報告とさせて頂きたいと思います。 

では以上で報告事項を終わりたいと思います。 

７ その他 

第５０回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会への参加について 

行政報告の中でも少しふれましたけれども８月１日に人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会

開催されます。毎年色んな団体から参加をお願いしているんですけど、教育委員さんからもお一

人例年お願いしとしまして、今年度要綱をつけておりますけれども１日に今回東部で開催をされ

ます。どなたかお一人お願いしたいと思います。 

どうでしょう。どなたかお願いできませんでしょうか。 

ではわたしが参加します。 

徳岡代理さんよろしくお願いします。また会が終わった後にでも分散会とマイクロバスの利用の

有無についてお聞きしたいと思いますので後でよろしくお願いします。 

ありがとうございます。皆さんあるいは事務局側でその他がございますか。 

先ほどの議案第４５号竹歳奨学育英基金の対象者なんですが、高等専門学校、大学、大学院に進

学するものというのがこれまでの事業の対象者でした。これまでの要件をベースにまた今後町と

しての要綱を定めていこうという事でございます。 

聞いてもいいですか。高専の入学に関しては中学を卒業の時点で申し込みが可能という事です

か。 
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大学入学時点というのが基本となるかと思います。 

今、高専もそのまま専攻科っていうのが多くて、４年終わって２年間専攻科同じ学校でっていう

のも多いんのでそこまで考えていけるのかなと思いました。 

今までの要綱ではそういう書きぶりで、実際の申請は大学か大学院しか実績がありませんでし

た。今後の要綱制定に伴い検討します。 

次回以降教育委員会日程は、 

第８回定例会８月２８日（木曜日）13時 30分から 

以上で第７回教育委員会定例会を終了します。 

 

午後２時４０分  

閉会 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

会議録署名委員 

 

 

会議録署名委員 

 

  

 


